
姫路市からのお知らせ 

共通 
 

１ 各種手続きにおける押印の見直し 

 姫路市では、現在行政手続の簡素化による市民等の利便性向上、さらにはオンライン化を推

進していく環境整備のため、市民や事業者、団体が行う各種手続（申請・届出等）における押

印について、見直しを実施しています。順次ホームページを更新していきますので、確認と対

応をよろしくお願いします。 

 

２ 地域密着型サービス事業所の区域外利用 

 地域密着型サービスは、原則、当該事業所が所在する市町村の被保険者が利用 

できるものです。しかし、やむを得ない事情があるときは、事業所所在の市町村 

長の同意を得ることで、他市町村の被保険者も利用することができます。 

 この運用に関して、利用者に説明できていない事例が見受けられますので、再 

度ご確認ください。手続きに則らない利用をした場合、介護保険の利用ができず、全額自費負

担となりますのでご注意ください。 

▸介護保険課 計画・庶務担当：電話 079-221-2923 

 

3 あんしんサポーター受入機関を募集しています 

 姫路市では、一定の研修を受講したボランティアの方をあんしんサポーター 

として登録し、介護施設・事業所での配膳の補助、利用者との話し相手や外出 

時の見守り等を実施してします。現在、各施設・事業所では、新型コロナウイ 

ルス感染症の対策として、外部の人の受け入れを制限されていると思われます 

が、状況が落ち着きましたら、あんしんサポーターの受け入れをお願いします。 

▸地域包括支援課：電話 079-221-2451 

 

 

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 
 

１ 外部評価が変わります 

＜現行＞  ＜改定後＞ 

自らサービスの質の評価を行うととも

に、外部の者による評価を受けて、そ

れらの結果を公表。 

→ 自らサービスの質の評価を行うとともに、次

のいずれかの評価を受けて、それらの結果を

公表。 

ⅰ 外部の者による評価 

ⅱ 運営推進会議における評価 

※運営推進会議は、いずれの評価を受けた場合であっても定期的な開催が必要です。 

現時点では、これ以上の詳細な情報は確認できていないため、国から通知等が発出され次第、

報告様式や結果の提出方法をお示しします。 

▸介護保険課 計画・庶務担当：電話 079-221-2923 
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２ 新型コロナウイルス感染症まん延下における外部評価及び運営推進会議の対応 

 新型コロナウイルス感染症への対応として、外部評価の実施や運営推進会議の開催について

書面開催や延期等の措置を行う際は、引き続きその理由を記録した文書を事業所内で保管して

いただいますようよろしくお願いします。 

▸介護保険課 計画・庶務担当：電話 079-221-2923 

 

介護人材確保事業のご案内 
 

姫路市では人材確保等に関する各種事業を実施しています。中には姫路市外の事業所でも利用

可能なものもありますので、ぜひご活用ください。 

▸介護保険課 計画・庶務担当：電話 079-221-2923 

 

●介護事業所向け弁護士相談サポート事業【令和３年度から開始】 

 弁護士相談窓口を月１回(毎月第３火曜日)、姫路市役所内に設け、介護保険サービス事業所か

らの法律相談に応じる体制を整えます。 

 ※事前予約制。受け付け開始は、令和３年４月５日(月)、8:35～（電話のみ） 

 

●介護職員養成研修受講費用補助事業【令和３年度から実務者研修を追加】 

 介護職員初任者研修や実務者研修を受講し、一定期間、介護事業所で勤務した人を対象に、研

修受講費用の補助を行います。条件など、詳しくは問い合わせを。 

 ※受け付け開始は、令和３年５月 10日(月)～（先着順で、予算がなくなり次第終了） 

 

●介護職員等 UJI ターン支援事業【姫路市のみ】 

 姫路市内への転入と同時に、姫路市内の介護事業所へ正規職かつ常勤職員として就

職した介護職員や看護職員、リハビリテーション専門職に対し、転入に伴う初期費

用を補助します。 

  

●介護人材ナビゲーター 

 介護職のための総合相談窓口として総合福祉会館内に設置しています。 姫路市外の方からの 

 相談も随時受け付けしていますのでぜひご利用ください。 

 ～問い合わせ先：電話 079-287-3000（はりま総合福祉評価センター） 

 

●介護職員交流育成プログラム（研修会＆交流会） 

 介護職員や管理者をはじめ、介護に興味のある人を対象に、研修を開催するほか、介護に関す

る相談会や意見交換会を実施しています。 

 例) 感染症の正しい理解と感染拡大防止について、安楽な介護～ボディメカニクスを活用した身

体ケア（実技中心）等 

 ※オンラインの参加も可能です 
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事業の詳細は裏面をご覧ください。 
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姫路市では、介護支援ボランティア事業で研修を実施し、あんしんサポーターとして送り出しており、

あんしんサポーターの受入機関を募集しています。 

介護予防には、ボランティアなどの社会的役割を持つことが有効です。高齢者への調査では、ボラン

ティア活動として「介護施設でのお手伝い」をしたいという人も少なくありません。 

 

【ボランティアとしてどのような活動をしたいか】 

（令和 2年 1月に実施した「高齢者実態意向調査」より）※複数回答可 

 

① 一般高齢者                              ② 要支援者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

姫路市の「介護支援ボランティア事業」は、ボランティアをする人も、ボランティアに来てもらう人に

も“いいこと”がある事業です。 

 

 

 

 

今は、新型コロナウイルス感染症の対策として、外部の人の受け入れを制限されていると思います。 

状況が落ち着いたら、是非、あんしんサポーターの受け入れをお願いいたします。 

 

あんしんサポーターの受入機関を募集しています 
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話し相手、見守り 
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ボランティア活動を行うことで、高

齢者自身の介護予防になる。 

高齢者がボランティア活動を行

う。 

ちょっとした手助けが受けら

れる。 

姫路市地域包括支援課 



●「あんしんサポーター」ってどんな人？ 

  あんしんサポーターの養成研修を受講した人です。 

 

●対象になる施設・事業所は？ 

養護老人ホーム （地域密着型）介護老人福祉施設 介護老人保健施設 

通所介護事業所 短期入所生活介護事業所  

小規模多機能型居

宅介護事業所 

認知症対応型共同

生活介護事業所 

認知症対応型通所

介護事業所 

特定施設入居者生

活介護事業所 

  ※いずれも介護予防を含む。 

●どんなことをお願いできるの？ 

（1）レクリエーション等の指導及び参加支援 

（2）施設及び事業所の催事に関する手伝い（模擬店、会場設営、利用者の移動時の見守り・声かけ

など） 

（3）散歩、外出及び屋内移動時の見守り・声かけ 

（4）話し相手、傾聴 

（5）お茶だし、食堂内での配膳・下膳等の補助 

（6）施設・事業所の職員とともに行う軽微かつ補助的な作業（清掃及び草刈の補助、洗濯物の整理

等） 

 

●あんしんサポーターにはどうやったら来てもらえるの？ 

 受入機関の登録（詳細は、ホームページ参照）をしていただいたら、その内容を受入機関一覧表

に掲載し、あんしんサポーターに配布します。その内容を見て、あんしんサポーターから直接連絡が

入ります。 

 令和３年度からは、受け入れ機関からの募集情報を随時あんしんサポーターにメールで送信する

方法を検討しています。詳細は決まり次第お知らせします。 

 

※手続方法や詳細は、姫路市ホームページをご確認ください。 

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000006103.html 

 

お問い合わせは 

   

姫路市地域包括支援課 

   〒670-0955  姫路市安田三丁目 1番地 姫路市総合福祉会館 2階 

電話 221-2451 FAX 240-8590 

 



新型コロナワクチン接種における高齢者への配慮に関する協力依頼について 

 

現在、新型コロナワクチン接種券の送付・予約受付に向けて準備を進めているところです。 

ワクチン接種のためには申込手続が必要となりますが、高齢者の中には、御自身だけでは申請手

続が困難であり、周囲のサポートを必要とする方がいらっしゃいます。 

このため、今般、高齢者のワクチン接種の申込手続に関し、関係者の皆様に御配慮いただきたい

事項について、下記のとおり整理いたしましたので、御協力いただきますようお願いいたします。 

 

申込手続に関する 

支援 

ワクチン接種を受けるには申込手続を行う必要がありますが、高齢者の中には、

郵送されたクーポン券の内容確認、コールセンターでの予約またはオンラインで

の申込等について、御自身で対応することが難しい方もいらっしゃいます。 

ワクチン接種を希望する高齢者が、クーポン券が届いたことに気が付かないこ

とや、申込手続を行うことができず申込を断念するということが起こらないよう、

地域包括支援センター職員、介護支援専門員、介護職員、施設職員等の関係者（以

下、単に「関係者」という。）及び関係団体で連携し、積極的な情報提供と申込手

続に向けた支援について、可能な限り御協力をお願いいたします。 

支援を必要とする 

高齢者への説明 

ワクチン接種の申込手続は、市が高齢者に送付するクーポン券をもとにコール

センターに電話で申し込むか、予約受付システムからオンラインで申込を行うか

のいずれかとなります。関係者が高齢者の自宅への訪問等を通じてクーポン券が

届いていることを確認した場合、本人に対してクーポン券をお渡しいただいた上

で、以下についてお伝えいただく等、可能な限り御協力をお願いいたします。 

① 申請書が、ワクチン接種を受けるための大切な書類であり、御自身で内容を

十分に御確認いただく必要があること 

② ワクチン接種を受けるためにはコールセンターに電話で予約申込をするか、

予約受付システムらオンラインで申し込んでいただく必要があること 

③ 御不明点等については、「コールセンター」に相談可能であること 

支援を要する高齢者

の家族等への連絡 

及び接種の意思を示

すこと等の代行 

御自身にてクーポン券を確認し申込手続きを行うことが難しいといった事情が

ある場合、関係者から、高齢者の御家族、後見人又は身元引受人等に対して、クー

ポン券の確認を依頼していただくよう、可能な限り御協力をお願いいたします。 

 

問い合わせ先 

 一般的な内容や予約方法 姫路市コロナワクチン予約受付コールセンター 

TEL ： 050-5526-1090、開設時間 ：８：００～１９：００（年末年始を除く毎日） 

 

  

  

姫路市保健所 新型コロナウイルスワクチン担当 

TEL ： ０７９－２８９－１８００ 



【参考資料】広報ひめじ　４月号（抜粋）

送付開始時期は、近日中に決定します

市のホームページ等でご確認ください


